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LINEアプリを開発し実装と検証を実施



⼈⼝約6,400⼈の町で育ち、⼈⼝約8,700⼈の町で実践研究を⾏いました。

はじめに

北海道鷹栖町出⾝

慶應義塾⼤学総合政策学部

東川町地域おこし研究員
政策・メディア研究科

東川町地域おこし協⼒隊

2019年〜2024年

2022年〜2025年

2024年〜

⼈⼝規模類似⾃治体
（北海道東川町）

↓
実践（今）

↓
ふるさと鷹栖町へ（これから）

2025年〜

鷹栖町
地域プロジェクトマネージャー

3



研究フィールド北海道東川町
写真⽂化⾸都「写真の町」東川町

30年以上⼈⼝が微増し続けている
（1995年以降）



本研究のねらい
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⾮居住者が地縁のない⼟地で、居住実態に左右されることなく、地域の⼀
員として参加型のコミュニティを形成し、関与し続けることを制度で創出
できるか

①地⽅中核都市圏の近郊⾃治体における若者の空洞化＝進学・就職を機に
した転出に対して、⾮居住者としての関係数を確保すること

②確保した⾮居住者に対して、地縁のない⼟地においても、地域の⼀員と
して関与することを制度として伴⾛すること

③⾮居住者との継続的な関係性を構築すること



研究⽅法
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予備調査（2023年〜2025年）
ひがしかわ学⽣連携事業の実施（20件）

【関係⼈⼝創出】

１

２

本検証（2025年〜）
ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度の設計
と実装

【制度開発と初期評価】
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地⽅中核都市圏および近郊⾃治体の構造的課題



＜定義 ＞政令都市以外で⼈⼝20万⼈以上の要件を満たす（中核市市⻑会中核市の概要より）

周辺の市町村を含む「地域圏」の中⼼として、雇⽤・教育・医療・⾏
政・商業などの機能が集積し、広域的な⽣活・経済を⽀える都市。 

＜主な役割＞
・周辺からの通勤・通学・買物などの⽇常的な流⼊が⼤きい 
・⾼次サービス（病院・⼤学等）が地域圏の中⼼に集まる 
・周辺⾃治体の拠点（医療・教育・⾏政⼿続き等）として機能する

＜中核市に指定されている⾃治体（⼀部）＞
旭川市、⻘森市、⾼崎市、⻑野市、松江市、⻑崎市、那覇市など62市

地⽅中核都市とは



地⽅中核都市圏および近郊⾃治体の構造的課題

9

地縁のない外部層（若い世代）＝関係⼈⼝になり得る者と近郊⾃治体の接
点は特に持ちづらい

【近郊⾃治体（東川町・鷹栖町など）】
進学・就職先の出⼝が中⼼都市・⼤都市圏になりやすい
（⼀度出ると戻りにくい）（内閣官房）

東川町・鷹栖町

近郊⾃治体
旭川市

地⽅中核都市圏

⼀都三県など

⾸都圏

流出

進学・就職 進学・就職

U・JターンUターン

流⼊

進学・就職

Uターン



旭川市（地⽅中核都市）と近郊⾃治体の特性
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進学や就職は旭川圏域にとどまらず、県庁所在地である札幌市や⾸都圏へ

札幌圏や⾸都圏とのアクセスは良好な⼀⽅で、
通勤・通学圏内からは対象外となる。



地⽅中核都市圏および近郊⾃治体の構造的課題
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地⽅中核都市圏および近郊⾃治体における若年層の空洞化
東川町 旭川市 東京都

出典：RESAS⼈⼝構成分析（2020年）

空洞化



東川町の課題認識
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若者流出の深刻な現状と課題

①⾼校卒業後の⼤規模な⼈⼝流出（進学／就職）

②若年層の⾼い転出率

③外部学⽣との関わりの限定性

参加型コミュニティモデル（関係⼈⼝）の関わり⽅の検討
東川町において特に重要となる
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地縁のない外部層（若い世代）へのアプローチ



従来の「移住・定住」にとらわれない若者世代との関係性構築
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地縁のある出⾝者へのアプローチ
東川町

近郊⾃治体
旭川市

地⽅中核都市圏

⼀都三県など
⾸都圏

進学・就職 進学・就職

U・JターンUターン
進学・就職

Uターン

喫緊の課題への対応

U・Jターンなど出⾝者に対するアプローチには限界がある
（⼈⼝全体減少傾向）

地縁のない外部層（出⾝者以外へのアプローチ）
地域と関わる全体数を確保（移住・定住にとらわれない施策の展開）
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地縁のない外部層へのアプローチ
（地域と多様に関わる⼈を確保）

東川町

近郊⾃治体

若者

全国各地域

関係⼈⼝として流⼊

若者ふるさと住⺠登録の制度化

東川町に地縁なき者が地縁をつくり、ふるさとを育む制度の展開

地縁のない外部層へのアプローチ①

定住
⼈⼝ 出⾝者

若者ふるさと住⺠
（関係⼈⼝）



地縁のない外部層へのアプローチ②
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ここでいう「ふるさと」とは⾃らの⽣まれ故郷ではない。これから地縁を
つくり、⾃らが主体的に参画する「ふるさと」をつくることに意義がある。

地域の⼀員としての関与＝参加

A町

⾃らの故郷

⾮居住者

B町

つくるふるさと
地縁のない⼈

本来のふるさと
（⽣まれ故郷としてのふるさと）

関係⼈⼝として主体的に関わること

Uターンなどにとらわれ複雑化

わかりやすい関係

「移住・定住」にとらわれないこと



若い世代の関係⼈⼝を増やす

17

地縁のある出⾝者
・⾼校卒業時点で東川町に居住し
ていた⼈

外部層
・東川町出⾝ではない⼈
・地域内にルーツがある
・何らかの関わりがある
（過去の勤務や居住、滞在等）

・進学や就職を機に町外へ転出

関係⼈⼝
「地域や、その地域の⼈々とさまざまな形で継続的に関わる地域外の⼈々」 

関係⼈⼝になるのは、都会へ移り住んだ地域出⾝者、転勤などでその地域に暮らした転
居者、災害ボランティア、ふるさと納税などで地域を知った⼈などさまざま 。

今回のアプローチ参考的に調査



18

関係⼈⼝とふるさと住⺠登録制度について



関係⼈⼝が増えることの意義

19



関係⼈⼝の必要性

20

外部層に対し「移住・定住」にとらわれない持続的な関与を創出すること

「週末住⼈モデル」（松浦2019）

地域の⼀員としての関与＝参加

地域間の往来

参加型コミュニティモデル
ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度

関係⼈⼝共同体を形成



参加型コミュニティモデル

21

地縁のない者（外部層）＝⾮居住者

⾮居住者である若者世代が地域の⼀員として関与を促すことを設計し、参加型の
コミュニティモデルを実装する。

定住者に近い⾮居住者の創出

関係⼈⼝
↓

「若者ふるさと住⺠制度」
↓

若者世代を持続的な関係

出典：地域への新しい⼊り⼝ ⼆地域居住・関係⼈⼝ポータルサイト



国の施策との連携

22

地域の⼀員として参加

総務省「ふるさと住⺠登録制度」の創設について 

参加型コミュニティモデル
ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度

関係⼈⼝の確保



若者に対するふるさと住⺠制度の必要性
若者は地域に残りにくいが、関係性をつくることはできるのではないか

関係性（関与）をつくることで⾮居住者でも地域の⼀員として活動を整え
ることができれば、定住にとらわれない、新たな地域関与のモデルを提案

地域に残りにくい世代へのアプローチ＝関係⼈⼝の創出へ

関係性（関与）をひがしかわ学⽣連携事業で創出し、若者ふるさと住⺠制

度へ接続。
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予備調査



予備調査の概要

25

地縁のない者（外部層）に対して、「移住・定住」にとらわれない地域関
与を創出すること

①地⽅中核都市近郊⾃治体において、地縁のない者（外部層）に対して、
「移住・定住」にとらわれない地域関与を創出することができるのか検討
したい→ひがしかわ学⽣連携事業による検討

②どのような条件であれば継続的になるのか検討
（先⾏研究並びにひがしかわ学⽣連携事業からの検討）



• 信頼
若者の市⺠的参加の⾒込みは、制度や公的機関へのしないと正の関係がある。
（「制度・公的機関への信頼が、市⺠的参加意図と関連」 → Schulz（2024））

• 具体的な関わり（役割の明確さ）
⾃分の貢献が理解できることが、満⾜度やまた参加したい意図につながる。
（Koutrou & Berber（2021））

• 負担の⼩さい⼊⼝
実際に体験することでハードルが下がることが指摘されていることから、「は
じめの⼀歩」の機会をどのように作るかが鍵である。
（⽂部科学省（2004）社会的気運醸成に関する調査研究報告書）

先⾏研究レビュー
地域関与における３条件



ひがしかわ学⽣連携事業
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「ひがしかわ学⽣連携事業」の実施
↓

⾮居住者（地縁のない者）の地域関与を分析



＜調査内容＞
イベント連携を通じた関係性（関与）の調査

①出⾝者と外部者を⽐較することでどのよう
な要件が求められるのか

②外部者が継続的に関与するにはどのような
要件が求められるのか

ひがしかわ学⽣連携事業とは



予備調査︓ひがしかわ学⽣連携事業
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⽬的︓地縁のない者（外部層）に対して、「移住・定住」にとらわれない地域関与を創
出すること

条件①
信頼

（⾏政実施）

条件②
具体的な関わり

（イベント従事）

条件③
負担の⼩さい

⼊⼝
（活動場所）

ひがしかわ学⽣連携事業として実施

若者の地域関与における３条件



条件の実施内容
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条件①
信頼

（⾏政実施）

条件②
具体的な関わり

（イベント従事）

条件③
負担の⼩さい

⼊⼝
（活動場所）

⾏政からの案内（メールやSNS等での周知）

イベント連携事業での企画・運営スタッフの募集

外部層が参加しやすいエリアでの開催（東京・札幌など）



報告

31

2023年〜2025年︓合計20件の開催のうち５件の関与を確認

延べ参加⼈数︓20⼈

ユニーク参加⼈数︓20⼈

⾮居住者（地縁のない者）の⼀定の参加があった。
⼀⽅で、20⼈の継続的関与は⾒られず、「単発の協⼒」にとどまった。
開催地別の参加者の内訳を確認すると、5件とも全て東京圏での開催で
あったことが確認された。



条件の実施内容結果

32

条件②
具体的な関わり

（イベント従事）

条件③
負担の⼩さい

⼊⼝
（活動場所）

⾮居住者（地縁のない者）の⼀定の参加があった。
⼀⽅で、20⼈の継続的関与は⾒られず、「単発の協⼒」
にとどまった。

開催地別の参加者の内訳を確認すると、5件とも全て東京
圏での開催であったことが確認された。

継続性への課題

地域活動（町外可）

町外地域活動の可視化（地域活動＝町内からの脱却）
町外でも東川町の地域活動に関わることができる機会を提供する必要がある

町内出⾝者への参考調査

町内出⾝者への
参考調査



（参考調査の条件の実施内容）
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条件①
信頼

（⾏政実施）

条件②
具体的な関わり

（イベント従事）

条件③
負担の⼩さい

⼊⼝
（活動場所）

⾏政からの案内（⽂書案内、メールやSNS等での周知）

イベント連携事業での企画・運営スタッフの募集

東川町から進学者の多い、旭川・札幌・東京および町
内での開催

町独⾃の奨学⾦給付名簿から案内（約200名）

継続性への課題

地域活動（町外可）



（参考調査）

34

地縁のある出⾝者に対するアプローチ（どのような反応がみられるか）

2023年〜2025年︓合計20件の開催のうち19件の関与を確認

延べ参加⼈数︓120⼈

ユニーク参加⼈数︓88⼈
（ユニーク⼈数とは複数参加を数えないものとする）



（参考調査結果︓継続関与への移⾏）

35

制度が「⼀過性」の関係にとどまらず、「継続的関与」への移⾏が確認さ
れた

•全体ユニーク88⼈のうち
• 1回参加のみ︓71⼈
•複数回参加︓17⼈（2回10⼈／3回3⼈／4回3⼈／8回1⼈）

→多くは単発参加だが、⼀定のコア参加者層（継続的関与）が形成されて
いる。



（参考調査︓地縁のある町内出⾝者の参加者内訳）

36

地縁のある町内出⾝者（⾮居住者）の⼀定の参加があった

• 2023年︓町内在住1⼈／町内出⾝で町外在住26⼈
• 2024年︓町内在住23⼈／町内出⾝で町外在住17⼈
• 2025年︓町内在住36⼈／町内出⾝で町外在住17⼈

→初期（2023）は地縁のある町内出⾝者（⾮居住者）が中⼼だが、2024
〜2025で町内在住の⽐重が増加し、地域内の参加基盤が拡⼤している。
（町内イベント件数増加と⽐例）



（参考調査︓地域活動の開催地別の参加者内訳）

37

地域活動＝町内限定ではなく、町外での地域参画の場を提供することで参
加の障壁が下がる（移動・交通費のコスト削減）

• 2023年︓⾸都圏（東京）15⼈／道内（札幌）8⼈／東川町内4⼈
•  2024年︓⾸都圏（東京）８⼈／道内（旭川）９⼈／東川町内23⼈
• 2025年︓⾸都圏（東京）14⼈／道内（旭川）９⼈／東川町内38⼈

→参加者内訳（東川町内における）の差異は、地縁のある町内出⾝者（⾮
居住者）で町内のイベントへの参加（帰省の際など）があった。



（参考調査︓継続関与のサイクル（地縁のある出⾝者））

38

ひがしかわ学⽣連携事業
（きっかけ）

地域貢献
（ふるさとへの恩返し）

仲間・友⼈との再会
（関係の再構築）

循環の継続

複数回参加︓17⼈（2回10⼈／3回3⼈／4回3⼈／8回1⼈）

参加

関与コミュニティの再構築

仮説︓参加→関与→コミュニティの再構築の循環が必要



予備調査における継続関与の条件

39

ひがしかわ学⽣連携事業
（きっかけ）

地域貢献
（ボランティア）

仲間・友⼈の不在
（地域との結びつきなし）

循環の継続

複数回参加︓0⼈

参加

関与コミュニティの構築

コミュニティの不在による継続化の断念



まとめ
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地縁のある出⾝者 地縁のない外部層

ひがしかわ学⽣連携事業の実施

地域貢献
（ふるさとへの恩返し）

仲間・友⼈との再会
（関係の再構築）

繰り返しの関係性
（継続性）

関係⼈⼝の確保

地域貢献
（ボランティア）

仲間・友⼈の不在
（地域との結びつきなし）

繰り返しの関係性
（継続性）

関係⼈⼝の確保

強化



地域の⼀員として継続関与を促す要素

41

要件①
関与可視化（記録・蓄積）

若者ふるさと住⺠
（住⺠への⼀歩）

要件③
繰り返しの関係
協⼒隊／インターン

（参加型コミュニティ）

要件④
承認

地域の⼀員
（コミュニティの構築）

地域貢献
（ボランティア）

要件②
仲間の醸成

東川町ふるさと住⺠部
（同世代コミュニティ）

仲間・友⼈の不在
（地域との結びつきなし）

繰り返しの関係性
（継続性）

関係⼈⼝の確保

活動実態の把握
（コミュニティへの歓迎）

持続的関係性

仲間化
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開発したプログラム



ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度とは︖
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【概要】
ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度は、住⺠票を移さずに
地域外にいる若者が「ふるさと住⺠」として登録し、東
川町とのつながりを可視化しながら、地域の⼀員として
情報・交流・活動参加を通じて“継続的な関与”を深めて
いくための仕組み。

【⽬的】
東川町と若者の持続的な関係をつくり、地域への参加や
交流を後押しし、将来的に国が検討する「ふるさと住
⺠」「⼆地域居住」等の施策とも連携

【対象】
・東川町の出⾝者・友⼈・共感してつながりたい⼈・主
体的に住⺠活動に参加したい⼈等 
・年齢は「⾼校⽣〜40歳以下」



プレスリリース関係
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000059574.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000059574.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000059574.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000059574.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000059574.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000059574.html


ひがしかわ若者ふるさと住⺠のできること
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①デジタル住⺠証（要件①・④）
LINE上で専⽤フォームに⼊⼒するだけで、即座にデジタル住⺠証が発⾏され、「ひがしかわ若者ふるさと住⺠」として認定される。会員証として提
⽰できるほか、若者と町の関係性を可視化することができる。

②活動ポイント制度「2291ポイント」（要件①・②・③・④）
東川町との関わりを可視化する「2291ポイント」を導⼊。町内イベントやボランティア、インターン等に参加し、⼆次元コードを読み取ることで活
動ポイントを獲得できる。⽬標値は、東川町域に有する北海道最⾼峰・旭岳の標⾼「2291m」にちなんでおり、若者の活動意欲を⾼める設計となっ
ている。獲得ポイントに応じた様々な得点も⽤意。

③若者ふるさとメディア（要件②）
若者⾃⾝の視点から東川町の魅⼒を発信していくメディア。TikTokを中⼼に、全国の若者へふるさと住⺠が中⼼となり東川町の魅⼒を伝えている。

④若者ふるさと掲⽰板（要件②・③）
LINEオープンチャットを活⽤した交流機能。若者ふるさと住⺠同⼠が「今夜、〇〇に集まらない︖」「○⽉○⽇に東川に帰省します」といった⽇常
的なコミュニケーションを気軽に取れる場として運⽤する。

⑤Hometown Friendship Program申し込み（参加）※別事業との連携
「ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度」とは別に、東川町出⾝の学⽣を対象とした特別なプログラム。東川町の「⼤学進学奨学助成⾦」受給の出⾝学
⽣が友⼈（最⼤2名）を東川町へ招待でき、旅⾏費及び滞在中に使える地域通貨を町が負担する。企業版ふるさと納税を財源としており、出⾝者が⾃
⾝の「ふるさと」を友⼈に紹介する機会を提供。（２年次以降1⼈最⼤２回まで）



ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度
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東川町と共に「ふるさとを育む」LINEアプリの開発

ふるさと住⺠証の発⾏専⽤アプリの開発



ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度
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コミュニティへの参加を可視化（2291ポイント）

現在地の把握
（活動への関与度合いを⾒える化することで活動参加意欲の向上へ）



東川町ふるさと住⺠部
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⾮居住者の地域活動をサポート⽀援する体制の充実

推進主体は東川町役場に在籍する正職員か
ら地域おこし協⼒隊インターンまでの幅広
い属性、U30世代を対象。

若者ふるさと住⺠と同世代がメンバーとな
ることで、
①仲間意識
②また会える
③ふるさとがある

帰属意識の醸成

繰り返しの関係持続可能性東川町ふるさと住⺠部のメンバー

東川町ふるさと住⺠部
（同世代のコミュニティ）



東川町ふるさと住⺠部の取り組み
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⾮居住者の地域活動のきっかけづくり



東川町ふるさと住⺠部の取り組み
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取り組みの情報発信等も実施

ふるさと住⺠制度導⼊記事
（出典︓北海道新聞 2025年12⽉11⽇朝刊掲載）

出典︓2025年10⽉22⽇ 「名ばかりにしない︕みんなで創る︕
〜活⽤できる「ふるさと住⺠登録制度」に向けて〜への登壇」 
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本検証



本調査の概要
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⾮居住者が地縁のない⼟地で、居住実態に左右されることなく、地域の⼀
員として参加型のコミュニティを形成し、関与し続けることを制度で創出
できるか

①地⽅中核都市圏の近郊⾃治体における若者の空洞化＝進学・就職を機に
した転出に対して、⾮居住者としての関係数を確保すること

②確保した⾮居住者に対して、地縁のない⼟地においても、地域の⼀員と
して関与することを制度として伴⾛すること

③⾮居住者との継続的な関係性を構築すること



現在の登録者数（2025年12⽉31⽇現在）
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区分 人数 構成⽐

地縁のある者（在住者含む） 14 19.7%

外部層 57 80.3%

計 71 100.0%

年齢階層 地縁のある者
（在住者含む）

外部層

10代 3（21.4%） 5（8.8%）

20代 11（78.6%） 39（68.4%）

30代 0（0.0%） 13（22.8%）

※（内）は町内在住者

地縁のある出⾝者︓14名
外部層︓57名

登録者数︓71名

制度設計と周知の結果、外部
層を取り込むことに成功

空洞化となっている特に20
代の外部層の登録を確認



2291ポイント活動の記録（2025年12⽉31⽇現在）
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2291（最⼤到達点）
の達成者が1名（地縁
のない⾮居住者）

指標 値
中央値 101
平均値 294.3
最⼤値 3107
0‒25%点 100
75%点 103
90%点 600
95%点 1850.5

区分 ⼈数 地縁あり 外部層 割合
イベントのみ 4 4 0 5.6%
協⼒隊/インターン 3 1 2 4.2%
イベント＋協⼒隊/イン
ターン 3 0 3 4.2%
計（活動参加あり） 10 5 5 14.1%

地縁あり︓イベントのみの参加が多数
外部層︓イベントのみの単発参加はなく、協⼒隊
やインターンなどの地域参加型の活動が⾒られた

⼀⽅で他の61名は登録のみにとどまる。

※イベントについては、ひがしかわ学⽣連携事業の内容に準ずる



学⽣地域おこし協⼒隊の誕⽣
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ひがしかわ学⽣連携事業やひがしかわ若者ふるさと住⺠制度への参加を通
じて、現地に滞在しながら各種制度をサポートする側（担い⼿）として、
⾃⾝の経験から制度の開発・運⽤などを担う学⽣⼈材が誕⽣。

学⽣地域おこし協⼒隊
（現地滞在型）

参加側から担い⼿へ
（同世代の担い⼿確保）地域おこし協⼒隊

インターン（短期滞在型）

ふるさと住⺠部の活動



積極的な情報発信
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コミュニティツール
マニュアル作成

各種イベント案内
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検証結果



検証結果

要件①︓関与可視化（記録・蓄積）

2291プログラムで実装
→活動が確認でき、次へのアクションへ
つなげることが有効であることを確認

要件③︓繰り返しの関係

イベント参加／滞在型協⼒
→地域おこし協⼒隊やインターンなど現
地滞在型での関与が⾒られた。またイベ
ントへの繰り返しの参加についても有効
であることが確認できた。

要件④︓承認

ふるさと住⺠証の発⾏／協⼒隊任⽤
→地域の⼀員としては、地域おこし協
⼒隊としての関与により、滞在から地
域の⼀員としての承認経路を獲得。

要件②︓仲間の醸成

東川町ふるさと住⺠部を始動
→部内でのコミュニティ構築はできつ
つあるが、今後外部層に向けた取り組
みが必要。（2⽉にイベントの実施）



結論
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【本研究の問い】
⾮居住者が地縁のない⼟地で、居住実態に左右されることなく、地域の⼀
員として参加型のコミュニティを形成し、関与し続けることを制度で創出
できるか
【結論】
・地縁のある出⾝者は単発のイベント協⼒における、繰り返しの関係性を構築するこ
とは可能であるが、イベント協⼒にとどまり、地域おこし協⼒隊や地域おこし協⼒隊
インターンプログラムへのアプローチは課題がある。
→単発の繰り返しでも継続性が担保されることで、地域の⼀員として活動参加してい
ると判断できる
・地縁のない外部層は、単発のイベント協⼒においては、繰り返しの関係性が⽣まれ
なかったが、「ひがしかわ学⽣連携事業」での課題をもとにひがしかわ若者ふるさと
住⺠制度の設計と運⽤による体制を整えることで、地域に滞在しながら協⼒する参加
型のコミュニティモデルが形成されたと⾔える。



⽰唆
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【地縁のない外部層】
・地域おこし協⼒隊やインターンへの参加など、制度の運⽤により参加型で地域コ
ミュニティの中で活動する若者が多く、イベント（地域外活動）のみの参加ではなく、
実際に東川町に訪れて活動するタイプが確認されたことから、イベント＋地域での活
動をセットにすることが必要である。

【地縁のある出⾝者】
・参考調査の結果で⽰されたとおり、出⾝者はコミュニティが形成されていることか
ら、ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度の運⽤においても、コミュニティの形成は必要
のない（求められていない）ものと判断ができる。したがって、地域貢献という観点
での関わり⽅、イベントへのアプローチが有効である。（活動実態がイベントのみに
限られる）



他町での運⽤
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次年度からは、出⾝地である鷹栖町にて試⾏的に運⽤を開始する。
⼈⼝規模類似⾃治体である東川町での本研究の成果をもとに、他町への展
開に対してどのような障壁があるか、応⽤ができるのについて検討を進め
ていくこととする。

あったかすふるさと住⺠制度



限界
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・ひがしかわ若者ふるさと住⺠制度の運⽤が2025年6⽉1⽇開始であり、アプリ
のリリースが9⽉1⽇であったことから、期間が短いことも影響し、継続的な参
加という部分まで具体的な検討ができていない。

・研究者⾃⾝も制度の開発、運⽤に関わっていることから⼀定のバイアスがか
かっている。

・インタビュー調査などの質的研究ができていないことから、⼼理的影響など
の指標での評価ができていない。

・制度への参加後まで追えていないため、その後の継続的な関係性がどのよう
に構築されるかまでは判断ができなくあくまでも推定となる。
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ご清聴ありがとうございました。


